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指定介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム あくなみ苑」運営規程 

 

 （事業の目的） 

第１条  社会福祉法人宝山寺福祉事業団が運営する指定介護老人福祉施設「特別養護老

人ホーム あくなみ苑」（以下「事業所」という。）は、施設サービス計画に基づ

き、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事

等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、

機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、その介護を受ける者（以

下「入所者」という。）が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう援助することを目的とする。 

 （運営の方針） 

第２条  指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場

に立った介護福祉施設サービスの提供に努める。 

  ２  指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、また地域や家庭との

結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅介護サービス事

業者その他の保健、医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

 （事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１） 名 称 特別養護老人ホーム あくなみ苑 

（２） 所在地 奈良県生駒郡安堵町岡崎３３番地の１ 

 （職員の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者 １名 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

  （２）医 師 １名 

     利用者の健康管理を行うとともに、健康保持のための適切な措置をとる。 

  （３）生活相談員 １名以上（短期入所生活介護も含む） 

     利用申込みの調整並びに利用者の介護計画の作成と管理。家族との連絡調整。 

  （４）看護職員及び介護職員 利用者に対し３：１以上の員数（短期入所生活介護も

含む）を配置する。 

      看護職員は、利用者の心身の状況を把握し、介護老人福祉施設サービスが適

切に提供されるよう介護職員とともに、利用者及び家族に対し必要な助言、援

助を行う。また健康管理上の助言や必要な場合には主治の医師等との連携調整

を行う。 

     介護職員は、介護福祉施設サービス計画に基づき介護サービスを提供する。 

  （５）機能訓練指導員 １名（兼務とする） 
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  （６）管理栄養士 １名（兼務とする） 

  （７）その他の職員 実情に応じて必要人数を配置する。（兼務とする） 

 （利用定員） 

第５条  定員は５０名とする。但し、利用者の入院等で空床が生じた場合は、その空床

について短期入所生活介護用に供することができるものとする。 

 （介護福祉施設サービスの内容） 

第６条  介護福祉施設サービスの提供に当たっては、入所者の要介護状態の軽減又は悪

化の防止に資するよう、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的にならない

よう配慮して、その者の心身の状況に応じ適切な方法により、次の介護福祉施設

サービスを提供する。 

（１）介護（入浴、排泄、摂食の援助並びに介護を含む日常生活上の必要な世話） 

（２）食事の提供 

（３）相談及び援助 

（４）社会生活上の便宜の供与等 

（５）機能訓練 

（６）健康管理 

（７）その他日常生活上の世話及び療養上の世話 

２  施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、

その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問

題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援す

る上で解決すべき課題を把握するものとする。 

３  計画担当介護支援専門員は、入所者及びその家族の希望、把握された解決すべ

き課題に基づき、当該入所者に対する介護福祉施設サービスの目標及びその達成

時期、サービスの内容、サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施

設サービス計画の原案を作成し、入所者に対し説明し、同意を得るものとする。 

４  計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、施設サー

ビス計画の実施状況の把握を行うとともに、入所者についての解決すべき課題の

把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。 

５  介護福祉施設サービスの実施に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入

所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解し易いように説明を

行う事とする。 

６  介護福祉施設サービスを提供するに当たって、当該入所者又は他の入所者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入

所者の行動を制限する行為を行ってはならないものとする。 

７  自らその提供する介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図

るものとする。 
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８  介護福祉施設サービスを提供した際には、このことに関して定められた必要な

記録を記載する。 

 （利用料その他の費用） 

第７条 指定介護福祉施設サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の定め

る基準によるものとし、指定介護福祉施設サービスが法定代理受領サービスであ

るときは、その利用者の負担割合に応じるものとする。 

なお厚生労働大臣が定める基準の額は、事業所の見やすい場所に掲示する。 

  ２  法定代理受領とならない介護福祉施設サービスを提供した場合は、厚生労働大

臣の定める基準を勘案した額をあらかじめ徴収し、保険給付が行われた後、精算

する。 

  ３  利用者の求めにより、介護保険給付に該当しない介護福祉施設サービスを提供

した場合は、提供に要した費用を徴収する。ただし、介護保険給付があった場合

に比して不合理な額とならないものとする。 

  ４  入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

  ５  食費   １，４４５円/１日（朝食１９５円 昼食６２５円 夕食６２５円） 

    ４段階の方は１，５００円/１日（朝食３００円 昼食６００円 夕食６００円）         

６  居住費 （多床室     ９１５円／日） 

         （従来型個室 １，２３１円／日） 

  ７  理美容代 

  ８  その他、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たって通常必要となる日常

生活上の便宜の提供に係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められる費用   実費 

  ９  前各項の費用の負担に関しては、あらかじめ入所者又はその家族に対し当該サ

ービスの内容及び金額に関して説明を行い、入所者の同意を求める。詳細につい

ては「保険給付以外の利用者負担について」を参照のこと。 

  １０  指定介護福祉施設サービス（法定代理受領である場合を除く）に係る費用の

支払いを受けた場合には、提供した指定短期入所生活介護の内容、費用の額その

他必要な事項を記載したサービス提供記録を利用者に交付する。 

 （非常災害対策） 

第８条  非常災害対策のために別途防災計画並びに非常災害対策計画を策定する。 

  ２ 前号計画に基づき定期的避難訓練を実施する。 

（緊急時等における対応方法） 

第９条 現に介護福祉施設サービスの提供を行っている時に、入所者の病状に急変その

他緊急事態が生じた場合その他必要な場合には、速やかに市町村や協力医療機関

等に連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、その家族に連絡し並びに管理

者に報告しなければならない。 
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 （サービスの利用に当たっての留意事項） 

第１０条 指定介護福祉施設サービスの提供を受けようとする者は、あらかじめ被保険者

証等を提示し、被保険者資格、要介護認定等の有無及びその有効期間の確認を受

けなければならない。 

     被保険者証の提示がない場合、あるいは提示を拒否した場合には、介護保険給

付として取り扱わないことがある。 

  ２  被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合は、その意見に配慮して指定介

護福祉施設サービスを提供する。 

  ３  虚偽の申請による利用の申込み又は、他の者に感染する恐れのある疾患を有し

通常の方法においては予防することが困難と認められる場合、若しくは重篤な疾

患を感染させる恐れがあると認められる場合、その他正当な理由を有する場合に

は、サービスの提供を拒否することができる。 

  ４  入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切なサ

ービス提供することが困難であると認めた場合は、速やかに適切な病院若しくは

診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の措置を講ずる。 

  ５  指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく、指定介護福祉施設サービスの提供

を拒まない。 

  ６  本人及びその家族は、サービスの利用に際し、あらかじめ心身の状況等介護福

祉施設サービスを利用するに当たって自ら必要な情報を提供しなければならない。 

  ７  当該事業所の従業者は、入所者について、心身の状況及びその置かれている環

境に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことが可能かどうかを協議及

び検討するものとする。 

  ８  前項の検討の結果、その者が居宅において日常生活を営むことが可能であると

認められるとき、その者及び家族の希望、退所後に置かれる環境等を勘案し、そ

の者の円滑な退所のために必要な援助を行う。 

  ９  入所者の退所に際しては、居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

 （市町村への通知） 

第１１条 入所者が次の各号のいずれかに該当する場合には、意見を付してその旨を市町

村に通知する。 

（１）利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたとみ

とめられるとき。 

  （２）偽りその他の不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 （その他運営についての留意事項） 

第１２条 入所者、市町村、その他関係機関から正当な理由に基づき、証明書、領収書、

その他必要な文書の発行を求められたときは、求めに応じて必要な文書等を発行
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する。 

第１３条 入所者に対し、適切な介護福祉施設サービスを提供することができるよう、当

該事業所の従業者による勤務の体制を定めておかなければならない 

２  介護サービスを提供する職員等の資質の向上のために、随時研修の機会を設け

サービスの質の向上を目指す。 

第１４条 職員は、入所者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密について、正当な理由なくこれを他に漏らしてはな

らない。 

  ２  職員は、職員でなくなった後においても前項の規定を守らなければならない。 

  ３  居宅支援事業者に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ

文書により入所者の同意を得るものとする。 

第１５条 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該事業所を紹

介すること又は退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益

を供与してはならない。 

２  職員は、入所者から利用料その他定めのある場合を除き、金品を受け取っては

ならない。 

第１６条 提供した介護福祉施設サービスについて入所者から苦情等を受けた場合、職員

は速やかにその内容等を管理者に報告しなければならない。管理者は実情を把握

することに努めるとともに迅速かつ適切にその対応策を講じる。また国民健康保

険団体連合会、市町村等の関係機関から入所者の苦情に関し、照会、調査等の依

頼があった場合には積極的にこれに協力するとともに、指導又は助言を受けた場

合にはこれに従って改善を行う。 

第１７条 当該事業所の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及

び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。 

第１８条 指定介護福祉施設サービスの提供に関する諸記録を整備するとともに、これら

の記録はサービス提供の完結の日から５年間保存する。 

第１９条 就業規則、給与規程、その他の服務に関する規程は社会福祉法人宝山寺福祉事

業団が定めるそれぞれの規程を適用する。 

第２０条 この規程に定めのない事項については、法律、政省令による他、必要に応じて

法人において協議の上定めるものとする。 

 

 この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

この規程は、平成１７年１０月１日から改正施行する。 

この規程は、平成２７年４月１日から改正施行する。 

この規程は、平成２７年８月１日から改正施行する。 

この規程は、平成３０年４月１日から改正施行する。 



6 

この規程は、令和１年１０月１日から改正施行する。 

この規程は、令和３年４月１日から改正施行する。 

この規程は、令和３年８月１日から改正施行する。 

この規程は、令和６年４月１日から改正施行する。 

この規程は、令和６年８月１日から改正施行する。 


